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  2024 年 7 月 10 日 

                      記 
１．単位互換制度 

単位互換制度とは、協定を締結した大学に所属する学生が、他の大学の授業科目を履修した際、そ

こで修得した単位を所属する大学の単位として認定する制度です。今回の協定締結により、東京医療

保健大学の学生は、放送大学に特別聴講学生として入学し、単位を修得した場合、東京医療保健大学

の単位として認定されることとなります。 

 

２．放送大学 

放送大学は、放送・通信を用いた大学教育を全国で実施するため、『放送大学学園法』に基づき設置

された通信制の大学で、教養学部では約 300 もの幅広い科目を開講しています。全国に 57 ヶ所の学

習センター・サテライトスペースを持ち、東京都内には渋谷学習センターなど複数の学習センターが

あります。全国の大学との単位互換の推進を設立趣旨の一つに掲げ、今回の協定で全 447校の大学・

短期大学・高等専門学校・大学院と協定を締結することとなります。 
 

３．東京医療保健大学 

東京医療保健大学は学校法人青葉学園が 2005年に設立した大学であり、看護職（保健師・助産師・

看護師）管理栄養士、臨床検査技師、及び医療ＤＸを担うシステムエンジニア等の育成を行っている

大学で、看護師養成施設としては入学定員 500 名（2025年 4 月予定）と全国で最大規模の教育機関で

す。このほど医療人に求められるリベラルアーツ教育を推進する観点から、放送大学との単位互換を

行うこととしたものです。 
 

４．締結式の実施 

協定締結式を以下の日程で実施いたします。メディアの皆様による取材を歓迎いたします。 

（１）日 時   2024 年 7 月 24日（水） 10：30 ～ 11：30 

（２）場 所   東京医療保健大学 五反田キャンパス G211 会議室 

（３）出席者   放送大学      岩永 雅也  学長     外関係者数名 

         東京医療保健大学 亀山 周二  学長 

学校法人青葉学園 田村 聡明  副理事長  外関係者数名 

（４）内 容   両大学の学長挨拶、協定書への署名、記念撮影 等 

 

５．参加・取材お申込みについて 

  設営都合のため、なるべく 7 月 19 日（金）までに下欄問い合わせ先へご連絡（メールまたは電話） 

をお願いします。（当日参加歓迎） 

放送大学と東京医療保健大学との単位互換協定締結について 

 

 この度、放送大学と東京医療保健大学は、単位互換に関する協定を締結する運びとなりました。締

結に際して調印式を実施することとなりましたので、お知らせします。 
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TEL 043-298-4256（直通） E-mail renkei@ouj.ac.jp 
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